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1 はじめに 

令和元年11月に「現庁舎の問題点」や「新庁舎の建設に係る基本的方向」などについて検討するため、

庁内職員による「六ヶ所村新庁舎建設庁内検討委員会」を設置し、令和２年９月に「六ヶ所村新庁舎

建設基本構想（素案）」を策定した。また、令和２年11月に、学識経験者や村内各種団体の代表者、

公募により選出した村民等により構成される「六ヶ所村新庁舎建設検討委員会」を設置し、候補地を２

か所とする「六ヶ所村新庁舎建設基本構想（案）」が答申された。その後、村において更なる検討を重ね、

候補地を１か所とした。 
 

 

2 庁舎の現状と新庁舎の必要性 

１）現庁舎の現状と課題 

現状 

○現庁舎は昭和 49 年３月末に鉄筋コンクリート地上４階建で完成後、平成８年に
本庁舎西側に分庁舎を増築し、平成 22年度に耐震補強工事を実施 

○平成 12 年１月末には第２分庁舎を木造２階建で建設、村教育委員会の執務
室の一部として使用している中央公民館は昭和 51 年 11 月末に完成、平成 24
年に改修工事を実施 

課題 

○経年劣化   〇執務室の狭隘化   〇バリアフリー化の未整備 
〇ユニバーサルデザインへの対応   ○津波浸水への対応 
〇原子力災害への対応   〇防災に関する通信設備の煩雑化   〇耐震性能 

 

 

 

 
 

 

 

 

2）新庁舎建設の必要性 

本村は、原子燃料サイクル事業をはじめとする原子力施設や国際核融合エネルギーに関する研究施

設が立地しており、外国人や村外からの転入者が多く、村民のニーズはますます高度化かつ多様化してい

る。そのニーズに迅速かつ適確に応えるためにも、前述の現庁舎の課題の早期解決が必要とされるもので

ある。 

さらには、近年の大規模かつ多様化する各種災害が、毎年のように全国各地で発生していることを受け、

役場庁舎の耐震性の強化、防災・災害対策拠点としての機能の充実が求められる。加えて、近年、急成

長が見られるＡＩ（人工知能）、ＲＰＡ（コンピューターによる業務自動化）などを新庁舎建設にあわ

せて導入することや、商業施設などの複合的な機能を持たせることで、行政サービスの向上やコスト削減も

期待できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 新庁舎建設の基本理念及び基本方針 
 

目 指 す 姿  『未来をともに創り、世界とつながる六ヶ所村』 
 

基本理念 基本方針 

あらゆる災害に備え、防災の拠点 
となる庁舎 

①防災拠点機能を充実させた庁舎 
②災害に強い庁舎 

まちづくり拠点となり、人々が集い憩う 
庁舎 

③住民サービスの充実を目指した庁舎 
④住民に開かれた庁舎 

効率性が高く、未来を見据えた庁舎 

⑤高度情報化に対応できる庁舎 
⑥環境にやさしい庁舎 
⑦行政事務を効率的に行うための機能を持った庁舎 
⑧機能的な議会運営を可能とする庁舎 

 

4 新庁舎に求められる機能 

新庁舎建設における基本的な考え方を次のとおりとする。具体的な建設に至るまでには、新庁舎建設

検討委員会や若手役場職員の意見等についても反映できる組織体制を構築するとともに、全国各地の

先進事例を調査しながら、新庁舎に必要とされる基本的事項を整理する。導入に向けては、今後の基本

計画を検討する中で、本村の意向や村民ニーズなどを考慮して具体的に検討する。 

 

庁舎機能 内 容 

①防災拠点機能を 
充実させた庁舎 

「災害情報の迅速な収集・把握」、「救助活動や復旧活動への支
援」、「関係機関とのスムーズな連携を図る」ことができる、災害対策の
拠点となる庁舎を目指す。 

②災害に強い庁舎 
地震・津波・土砂災害をはじめとする自然災害に加え、原子力災害時
においても外的要因による影響を最小限にする強靭な庁舎を目指す。 

③住民サービスの充実を 
目指した庁舎 

庁内のバリアフリー化の積極的な推進とユニバーサルデザインの導入など
により、障がい者や高齢者、外国人など多様な利用者に配慮した庁舎
を目指す。 

④住民に開かれた庁舎 
来庁者が気軽に利用し、憩うことのできる休憩スペースの配置、売店や
食堂などの気軽に利用しやすい施設の併設により、住民にとって利便
性が高く、開かれた庁舎を目指す。 

⑤高度情報化に 
対応できる庁舎 

将来の情報化に対応可能な体制構築を行い、サーバー等の重要度の
高い情報機器は、災害等に配慮した安全な設置環境を目指す。ま
た、DX の効果的な活用、機能の拡張性を重視した新庁舎の整備を
目指す。 

六ヶ所村新庁舎建設基本構想（案） 概要版 

役場本庁舎 執務室の狭隘化 幅の狭い通路 
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⑥環境にやさしい庁舎 

ＬＥＤ照明や太陽光パネルなどの利用による省エネ型庁舎として、庇
の設置や屋根の断熱化による熱負荷の抑制、自然採光・自然通風シ
ステム等を利用し、長期的な維持管理費の縮減を図るとともに、地球
環境にやさしい庁舎を目指す。 

⑦行政事務を効率的に
行うための機能を 
持った庁舎 

法律改正等による組織改編などにも柔軟に対応できる執務スペース
や、打合せなどができる作業スペースを確保するとともに、多様な会議に
対応できる可変型の会議室の設置と、書庫及び倉庫の適切な配置を
目指す。 

⑧機能的な議会運営を 
可能とする庁舎 

議場内のバリアフリー化を推進し、利用者（議員・傍聴者・職員）が
支障なく利用できる環境を目指すとともに、各種会議スペースの確保と
図書室等の充実を図る。 

 

5 新庁舎の規模 
 

新庁舎 
面積 

「起債許可標準面積算定基準」 
｢新営一般庁舎面積基準｣ 
｢役場機能緊急保全事業｣ 

駐車場 
面積 

公用車駐車場 
来庁者駐車場 
職員駐車場 

 

敷地 
面積 

・庁舎建設に必要な面積及び複合機能・駐車場・ 
外構・緑地等様々な機能を兼ね備え、 
将来的な拡張性を考慮 

 

6 新庁舎の位置 

１）建設候補地 

新庁舎の建設場所は、次の要件を備えた場所が相応しいと考え、7地区を候補地とし、検討した。 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）建設候補地の絞り込み 
委員会にてB地区（現本庁舎西側）、F地区（ろっかぽっか周辺）の2候補地に絞り込み 

村では委員会が絞り込んだ2候補地について、「①防災拠点としての対応」、「②まちづくり」、「③経済

的合理性」の観点から総合的に検証し、新庁舎の建設候補地を選定した。 

① 防災拠点としての対応について 
 
大規模災害時に防災拠点施設として十分対応できるか、地震・津波発生時及び原子力災害時を想

定し、検証した。 

ア）地震・津波 

項目 尾駮地区（現庁舎西側） 鷹架地区（ろっかぽっか周辺） 

周辺の 
被災状況 

・地震により倒壊する住家 
・津波によるがれき等が散在 
・死者・負傷者多数 

ー 

職員 
の参集 

付近に居住している一部職員が早期に
集まることが可能だが、津波浸水や避難
住民等により渋滞・混乱等で時間を要
する場合がある。 

津波浸水や避難住民等により渋滞・混
乱等で時間を要する場合がある。 

応急対策 

医療機関や防災関係機関・避難所等
が近隣にあることから連携しやすいが、一
方で被災地域でもあるので活動に影響
を与える。 

医療機関や防災関係機関・避難所等
が近隣にないため連携に時間を要する。 

支援体制 
周辺には、ヘリポートや公共施設もあり、
救援物資やボランティアの受け入れ等に
必要な機能は満たされている。 

新たなヘリポートの整備が必要となり、ま
た、救援物資やボランティア受け入れ等
に必要な施設から遠距離となる。 

30,000㎡ 
程度を確保 

① 庁舎への道路や公共交通を活用した移動手段があり、利用者が容易に来庁できること。 

② 村内の各所への移動時間に大きな差がなく、各災害時においても、村民の避難や支援にあたって
対策を講じやすい場所であること。 

③ 都市計画との整合性により、道路・公園・住宅地とのバランスが図られること。 
④ 関係機関（国・県・民間企業等）との連携が容易であること。 
⑤ 共有地等が存在せず、用地買収が容易であること。 

※その他、各種災害（津波災害や原子力災害、土砂災害等）について検討する必要がある。 

延床面積 
3,647～7,408㎡ 

程度と想定（庁舎単体） 

7,500㎡ 
程度 

Ａ地区 

Ｂ地区 
Ｃ地区 

Ｄ地区 

Ｅ地区 

Ｆ地区 

Ｇ地区 
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イ）原子力災害 
項目 尾駮地区（現庁舎西側） 鷹架地区（ろっかぽっか周辺） 

周辺の 
被災状況 

再処理工場周辺の交通規制や飲食物
の摂取制限等が考えられる。 

同左 

職員 
の参集 

参集するにあたり、施設に近づくことにな
る。 

泊及び尾駮地区の職員は、再処理工
場に一時的に近づき通過する必要があ
る。 

応急対策 

オフサイトセンターをはじめ、防災関係機
関が近隣にあることから連携しやすい。一
方、防災活動職員の被ばく管理等が必
要になる。 

オフサイトセンターの派遣職員が施設に
近い場所で活動することになる。防災活
動職員の被ばく管理等が必要になる。 

支援体制 
周辺には、ヘリポートや公共施設がある
ものの放射線の影響を考慮すると使えな
い可能性がある。 

周辺には、ヘリポートや公共施設はない
ため、新たな整備が必要となる。 

 

② まちづくりについて 
項目 尾駮地区（現庁舎西側） 鷹架地区（ろっかぽっか周辺） 

地域性 

本村の中心に位置し、様々な公共施設
が立地するとともに尾駮レイクタウン及び
尾駮レイクタウン北地区の分譲により、現
庁舎を中心としたまちづくりが進められて
きた。 

「工業の業務の利便の増進を図る地域」
として、「工業専用地域」に指定していた
が、令和４年４月に「準工業地域」へ
用途を変更している。 

歴史 

大正 9年に役場が平沼から尾駮に移転
になり、昭和 49年に現庁舎を新築。そ
の後、むつ小川原開発第 2次基本計
画の推進のため、昭和 54年「六ヶ所都
市計画区域」として、線引き、用途地域
が都市計画決定され、周辺には公共施
設等が立地し、平成 19年には尾駮レ
イクタウン北地区の分譲が開始された。 

むつ小川原開発の受け入れに伴い、同
地の集団移転が余儀なくされた地域であ
る。 
平成 15年以降スパハウスろっかぽっか、
六趣醸造工房、六旬館が建設された。 

 

③ 経済的合理性について 
項目 尾駮地区（現庁舎西側） 鷹架地区（ろっかぽか周辺） 

用地取得 
（用地） 

用地取得が必要 
（民有地（所有者個人 11名）うち
未相続有２筆） 

用地取得の必要なし 
（村有地（ただし、必要面積によっては
民有地（１社）の用地取得が必要な
可能性あり） 

造成費 
基本構想（案）での概算は約 7億 4
千万円 

基本構想（案）での概算は約 8億 7
千万円 

道路状況 
防災機能の強化と利用者の利便性向
上のため既存道路の拡幅が必要 

周辺への道路整備は必要としない 

解体費 
現庁舎の敷地を連携して活用する場
合、既存施設の解体が必要 

新庁舎の建設時は影響なし（現庁舎
の活用計画次第では解体が必要） 

排水処理 公共下水道への接続が可能 浄化槽の設置が必要 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの庁舎を中心としたまちづくりを重要視して、尾駮地区（現庁舎西側）を候補地
とする。 

Ｂ地区 

現役場庁舎 

候補地 B 

国道 338 号 

↓至平沼 

↑至泊 

拡大図 
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六ヶ所村新庁舎建設検討委員会委員名簿 

区 分 氏 名 所 属 団 体 等 

１号 

委員 

髙橋 文雄 六ヶ所村議会議長 

髙田 博光 総務企画常任委員会 委員長 

２号 

委員 

高橋 信 
東北大学大学院 工学研究科  
量子エネルギー工学専攻 
技術社会システム専攻 教授 

小藤 一樹 
学校法人 八戸工業大学 
工学部 土木建築工学科 
感性デザイン学部創生デザイン学科 准教授 

３号 

委員 

髙田 孝徳 六ヶ所村行政連絡員協議会 会長（兼六ヶ所村三漁
協協議会会長 第５回委員会から） 

三戸 秀子 六ヶ所村地域連合婦人会 会長 

種市 治雄 六ヶ所村商工会 会長 

及川 次夫 一般社団法人 六ヶ所村観光協会 会長 

橋本 喜代二 社会福祉法人 六ヶ所村社会福祉協議会 会長 

橋本 兼蔵 六ヶ所村三漁協協議会 会長（第４回委員会まで） 

石久保 斉 六ヶ所村農業委員会 会長 

久保 勝廣 特定非営利活動法人 六ヶ所村スポーツ協会 会長 

久保 政廣 六ヶ所村消防団 団長 

工藤 健司 六ヶ所村教育委員会 教育長職務代理者（第５回
委員会まで） 

橋本 篤哉 六ヶ所村教育委員会 教育長職務代理者 

４号 

委員 

齋藤 英明 公募 

秋元 美穂 公募 

５号 

委員 

伊藤 宗太郎 
公益財団法人 環境科学技術研究所 
常務理事 

林 巧 
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 
六ヶ所研究所 
ブランケット研究開発部長 

工藤 純一 
新むつ小川原株式会社 
取締役常務執行役員 青森本部長 

相澤 文雄 
日本原燃株式会社 理事 東京支社長 
地域・広報本部副本部長 

 

 

 

 

 

 

 

 


